
 

建設経済部目標 
 
【概要】 

建設経済部は、都市政策課・建設課・商工観光課・農林水産課・鳥獣対策室の

４課１室で構成し、適正な土地利用の誘導、道路・橋梁及び水路の管理・補修及

び整備、市営住宅、農林水産業、商工業、観光、労政及び有害鳥獣対策に関する

施策に取り組んでいます。 

建設経済部の目標（令和７年度） 建設経済部長 

【基本方向】 

市民生活や経済活動にとって重要なインフラの整備と維持管理を、効果的、効率的に行

うことで、快適で便利なまちづくりを推進します。 

農林水産業者や商工業者が安心して事業を営める環境整備に努め、産業の活性化を目指

します。 

観光資源等を発掘し、市の魅力づくりに努めます。 

【達成すべき目標】 

１ 国・県・関連市町村との連携 

関係各機関への要望や調整会議等の開

催、また、各事業の課題に対する打ち合

わせを密にし、各事業が計画的に実行さ

れるよう情報の共有を図ります。 

 

２ 部内、課内会議による情報の共有及

び各課横断的な連携体制の確立   

部内において会議等を開催し、情報共

有を図ると共に災害時やイベント時の部

内応援体制など連携を図り取り組みま

す。 

 

３ 事業の計画的な実施 

各事業の履行状況を定期的に確認し、

計画的かつ効率的な事業の実施が図られ

るよう取り組みます。 

【目標の達成度】 

 

 

 

 



 

都市政策課目標 
 
【概要】 

都市政策課は、建設政策係・宅地係・建築住宅係の３係13名で構成し、適正な

土地利用の誘導、建築行政、市営住宅の管理等に取り組んでいます。 

都市政策課の目標（令和７年度） 都市政策課長 

【基本方向】 

都市計画、開発行為、建築等に関する情報を的確に発信し、まちづくりを推進するとと

もに、都市公園、市営住宅等の適切な維持管理、公共建築物の営繕業務を実施します。 

【達成すべき目標】 

１ 東京湾口道路建設促進に係る要望活動

等の充実 

令和６年度に立ち上げた「房総地域東

京湾口道路建設促進期成同盟会」につい

て、引き続き国や県へ要望活動を実施し

ます。  

また、更なる気運醸成を図るため、会

報誌の充実やイベント等の研究を進める

とともに、新たな賛助会員の加入に向け

た効果的なPR手法についても検討を進め

ます。 

 

２ 市民ふれあい公園の長寿命化対策の推  

進 

「富津市公園施設長寿命化計画」に基

づき、市民ふれあい公園内の老朽化が進

む園内公衆トイレ１棟を改修し、計画的

な長寿命化対策を推進します。 

また、「富津市公園施設長寿命化計

画」についても見直しを行います。 

 

３ 市営住宅事業 

 耐用年数が経過し、空き家となってい

る市営住宅については、順次解体を進

め、維持管理に必要な経費の削減を図り

ます。 

  また、住居を必要とする者に対し、安

定した居住環境を提供できるように市営

住宅の入居募集を実施します。 

 

【目標の達成度】 



 

４ 管理が不全な空き家等の調査・指導 

空き家の現況調査を行い、管理が不全

な空き家等、危険な物件の所有者に指導

を行います。 

 

５ 既存建築物等の総合的な安全対策 

  地震に強いまちづくりを目指し、耐震

相談会の開催や耐震診断、耐震改修に対

する補助金制度に加え、昨年に引き続き

危険ブロック塀等除却事業補助金制度等

を積極的に情報発信し、事業を推進しま

す。 

  また、「富津市耐震改修促進計画」の

改定に併せて、耐震改修事業補助金制度

のさらなる活用を推進するため、補助率

等の見直しについて検討を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

建設課目標 
 
【概要】 
建設課は、管理補修係・用地係・建設係の３係 16 名で構成し、道路・河川・法定

外の公共用財産・その他公共土木施設の整備・維持管理、市道の認定、廃止、変更

事務、地籍調査の業務に取り組んでいます。 

建設課の目標（令和７年度） 建設課長 

利用者が安全・安心で快適に利用できるよう、道路・橋梁等の適正な管理を行うととも

に、より良い環境で利用できるよう道路・橋梁等の効率的な施設整備を行います。 

また、土地の有効利用を促進するため、地籍調査を計画的に実施します。 

【達成すべき目標】 

１ 道路整備事業の計画的な実施 

（浅間山線・湊富士見台線） 

工事の円滑な実施ができるよう地元区及

び関係機関との調整を図り進めます。 

用地については、浅間山線及び湊富士見

台線の未買収用地について、地権者から用

地を取得できるよう交渉を進めます。 

 

２ 各区長からの要望書等への対応 

要望に対して、現地調査、関係部局等との

協議や打合せを実施し、早期に対応ができ

るよう連携を図ります。 

 

３ 長寿命化修繕事業の実施 

橋梁（道滝橋、目鏡橋、宝竜寺無名橋） 

法面（関山白狐線） 

長寿命化修繕計画に基づく計画的な維持修

繕等の実施により、道路ストックの長寿命化を

図ります。 

 

４ 地籍調査事業 

地籍を明確にし土地の有効利用を促進す

るため適切な工程管理を行い、事業の進捗

を図ります。 

【目標の達成度】 

 

 



 

商工観光課目標 
 
【概要】 
商工観光課は、商工係・観光係の２係８名で構成し、商工業の振興や観光振興に

係る主要な施策に取り組んでいます。 

商工観光課の目標（令和７年度） 商工観光課長 

商工及び観光に関する振興施策を検討し、市の経済振興及び活性化に必要な事業を推進

します。 

【達成すべき目標】 

１ 鋸山の日本遺産認定に向けた観光資源

の磨き上げ 

鋸山にライトアップ設備を設置するこ

とにより、夜の滞在を楽しめる環境を整

備し、周辺地域の夜間の回遊性を高める

ことで、鋸山の観光資源としての魅力を

向上させます。 

 

２ 関係機関等と連携した創業支援及び事

業承継支援の推進 

創業支援について、富津市創業支援等

事業計画に基づく支援事業を関係機関等

と連携して行います。事業承継について

は、事業者の抱える後継者問題や事業継

続の課題に対し、商工会や専門機関等と

連携して事業者をサポートします。 

 

３ 観光プロモーションの充実 

市のウェブサイトやＳＮＳだけでな

く、観光協会などの観光関連団体や民間

企業など、様々な情報発信主体と連携

し、多様な情報発信手法を取り入れなが

ら、効果的な観光プロモーションに取り

組みます。 

 

４ 中小企業者等への円滑な資金調達の支 

援と利子補給事業の推進 

  中小企業者及び創業者に対し、市制度

融資等を活用した資金調達が円滑に行え

るよう支援するとともに、低金利での貸

付ができるよう、利子補給事業の充実に

向けた取り組みを進めます。 

【目標の達成度】 



 

農林水産課目標 
 
【概要】 
農林水産課は、鳥獣対策室・農政係・農林整備係・水産係の１室３係 16 名で構成

し、農林水産業の振興、農業経営、農業の産業化、林業の発展及び森林の計画的な

整備、農山漁村の振興、農林水産業施設整備及び維持管理に取り組んでいます。 

農林水産課の目標（令和７年度） 農林水産課長 

農林水産業の発展と農山漁村の振興及び農林水産業の有する多面的機能の維持・発揮を

図るための事業を推進します。 

【達成すべき目標】 

１ 農林水産業の多様な担い手の育成・確保 

関係機関、団体と連携し、認定農業者

等経営感覚に優れた担い手や本市での就

農を希望する新規就農者の育成・確保、

地域おこし協力隊の活用による、次世代

漁業の担い手の育成・確保に努めます。 

 

２ 農地の利用集積の推進 

令和６年度に策定した地域計画に基づ

いて、各地域で担い手への農地集積を推

進するとともに、地域計画の見直しを図

ります。 

 

３ 森林環境整備事業の実施 

令和４年度に実施した森林整備のため

の意向調査の結果を基に、森林環境譲与

税を活用した森林整備を進めてまいりま

す。 

 

４ 海業の取組支援 

地域の理解と協力のもと、漁港施設

を有効活用し、水産物の消費拡大や交

流促進など、地域の水産業を活性化す

る海業の取組に対して支援を行いま

す。 

【目標の達成度】 

 

 

 



 

鳥獣対策室目標 
 
【概要】 
鳥獣対策室は、担務制３名で構成し、鳥獣による生活環境被害及び農作物被害防

止に取り組んでいます。 

鳥獣対策室の目標（令和７年度） 鳥獣対策室長 

【基本方向】 

鳥獣による生活環境及び農作物への被害防止を図るための事業を推進します。 

【達成すべき目標】 

１ 捕獲体制の充実 

富津市有害鳥獣対策協議会による有害

鳥獣の捕獲・駆除に関する取組に対して

支援を行います。 

捕獲活動や捕獲機材の導入に係る経費

の助成を行い、捕獲体制の充実を図りま

す。 

狩猟免許の取得、更新について助成を

行い、捕獲従事者の確保を図ります。 

 

２ 防除体制の充実 

富津市有害鳥獣対策協議会による有害 

鳥獣の防除に関する取組に対して支援を

行います。 

鳥獣被害防止施設の設置に係る経費の

助成を行い、防除体制の充実を図りま

す。 

 

３ 生活環境における被害防止対策の推 

 進 

有害鳥獣被害対策に関する知識や経験

を有した専門家による検討会や相談会等

を開催し、「地域ぐるみの獣害対策」の

推進を図ります。 

関係機関と連携し、緊急時の情報発信

及びパトロールの実施や捕獲従事者向け

の技術講習会を開催することにより被害

防止対策を推進し、市民の安全確保を図

ります。 

 

 

【目標の達成度】 



 

４ ICT等新技術活用ニホンザル対策事業の

実施 

  ニホンザルによる農作物被害を防ぐた

め、ICT等新技術を活用した効果的な捕獲

を行い、群れの規模縮小または無くすこ

とを目的とした事業を実施します。 

 


